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第１６回 農地部定例会議事録 

 

開催日時    令和元年９月２５日 １４時００分 

 

開催場所    阿南市役所 ６０２会議室 

 

出席委員    竹内部長・南部副部長・久米寛治委員・岡部委員・幸田委員・中村委員・

森委員・阪井委員・吉岡委員・久積委員・萩野委員・服部委員・ 

佐竹委員・井出委員・植田委員 

 

欠席委員    久米博委員・厚田委員・亀井委員 

 

市瀬局長    欠席委員の報告及び、農業委員等に関する法律第２７条第３項により会議

の有効性を報告 

 

事務局     議案の訂正を申し上げます。 

         議案書の１６ページをお開きください。第５号議案№９、登記面積が

「766.00㎡」となっておりますが、正しくは「866.00㎡」です。 

                議案書の３２ページをお開きください。第５号議案№５９、貸付人の住所

が「○○○○○○○○」となっておりますが、正しくは「○○○○○○○○」

です。第５号議案№６３、貸付人の住所が「○○○○○○○○」となってお

りますが、正しくは「○○○○○○○○」です。 

        議案書の３３ページをお開きください。第５号議案№６４、貸付人の住所

が「○○○○○○○○」となっておりますが、正しくは「○○○○○○○○」

です。 

        議案書の３４ページをお開きください。第５号議案№７１、貸付人の住所

が「○○○○○○○○」となっておりますが、正しくは「○○○○○○○○」

です。 

        議案書の３８ページをお開きください。第５号議案№８３、貸付人の住所

が「○○○○○○○○」となっておりますが、正しくは「○○○○○○○○」

です。また、土地の所在地が「長生町西方４９８－２----１」となっており

ますが、正しくは「長生町西方４９８－２」です。また、登記面積が「271.00

㎡」となっておりますが、正しくは「406.00㎡」です。 

        議案書の４１ページをお開きください。第５号議案№９５、貸付人が「○

○○○○」となっておりますが、正しくは「○○○○○」です。 

        議案書の５６ページをお開きください。第５号議案№１１８、貸付人が「○

○○○○」となっておりますが、正しくは「○○○○○」です。 

        議案書の７２ページをお開きください。この訂正に伴い【総合計】の田の
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登記面積「685,978.67㎡」が「686,213.67㎡」に、計の登記面積「688,063.97

㎡」が「688,298.97㎡」となります。 

 

竹内部長   （部長挨拶） 

 それでは第１６回農地部定例会を始めさせていただきます。 

本日の議事録署名者は椿地区の久米委員、新野地区の幸田委員にお願いし

ます。 

    それでは本日の議事に入りたいと思います。 

第１号議案 非農地証明願について 

第２号議案 農地法の規定による許可申請の取下（取消）について（３条） 

第３号議案 農地法第３条の規定による許可申請について 

第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請について 

第５号議案 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について 

ただし、農業委員会等に関する法律第３１条により、５ページ第３号議案

№９、６ページ第４号議案№５・６については別途審議といたします。 

議案についてはそれぞれ各地区で事前に審議されていると思いますのでご

報告お願いします。大野地区からお願いします。 

 

服部委員    それでは大野地区からご報告します。大野地区は９月１９日に上大野分館

にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告させて

いただきます。 

        議案書の２ページをお開きください。第２号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では許可相当としました。 

議案書の４ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の６９ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説

明」法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許

可相当としました。 

以上、大野地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

竹内部長    次に、椿地区お願いします。 

 

久米寛治委員  それでは椿地区からご報告します。椿地区今回議案はございません。 

 

竹内部長    次に、福井地区お願いします。 

 

南部委員    それでは福井地区からご報告します。福井地区今回議案はございません。 
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竹内部長    次に、橘地区お願いします。 

 

岡部委員    それでは橘地区からご報告します。橘地区今回議案はございません。 

 

竹内部長    次に、新野地区お願いします。 

 

幸田委員    それでは新野地区からご報告します。新野地区は９月１８日に新野公民館

において地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告さ

せていただきます。 

議案書の４ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の１４ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説

明」法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許

可相当としました。 

以上、新野地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

竹内部長    次に、桑野地区お願いします。 

 

森委員     それでは桑野地区からご報告します。桑野地区今回議案はございません。 

 

竹内部長    次に、見能林地区お願いします。 

 

阪井委員    それでは見能林地区からご報告します。見能林地区は９月２０日に事務局

にて富岡地区、宝田地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いま

した。その結果を報告させていただきます。 

議案書の４ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の１４ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説

明」法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許

可相当としました。 

        以上、見能林地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

竹内部長    続きまして富岡地区からご報告します。富岡地区は９月２０日に事務局に

て見能林地区、宝田地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いま

した。その結果を報告させていただきます。 
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議案書の６ページをお開きください。第４号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

議案書の１５ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説

明」法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許

可相当としました。 

以上、富岡地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

竹内部長    続きまして宝田地区からご報告します。宝田地区は９月２０日に事務局に

て見能林地区、富岡地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いま

した。その結果を報告させていただきます。 

議案書の１ページをお開きください。第１号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

以上、宝田地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

竹内部長    次に、長生地区お願いします。 

 

久積委員    それでは長生地区からご報告します。長生地区は９月１８日に事務局にて

中野島地区と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結

果を報告させていただきます。 

議案書の４ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の６ページをお開きください。第４号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

議案書の７ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説明」

以上で読み上げは終わりますが、結果を報告する前に事務局から追加説明を

お願いします。 

 

事務局     事務局から追加説明をさせていただきます。 

まず、利用権の撤回についてです。撤回とは、改正土地改良法の施工前に  

農地中間管理権を取得している農用地等を１５年以上の農地中間管理権に設

定する事務の簡素化及び所有者の負担軽減を図る観点からできた手続きです。

具体的には農業委員会の決定を経て、集積計画の撤回と新たな集積計画につ

いて同時に公告を行います。これによって、賃借権解除のための手続きは不

要となります。 

次に、利用権の設定についてです。昨年度から行っている機構関連農地整 

備事業等について、農業委員会に市民の方からご意見やお問合せをいただい

ておりましたので、農業委員会としても、慎重に審議する必要があると考え、
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各手続きについて事前にご確認させていただきましたのでご報告させていた

だきます。 

確認事項としては、別紙のとおりとなっております。 

１．農地を機構に預けるため、耕作面積が縮小し、１反以上の農家要件や５  

反以上の下限面積を満たさなくなる恐れがあることの説明を行っているこ

との確認です。 

  №１０、１３、１５、１７、１９、２０、２３、２６、２９、３１、 

３５、３８、４１、４２、４６、４７、４８、５２、５６、５７、６３、

７２、７４、７９、８２、８３、８４、８５、８６、９３、９４、９５、

９６、９８、９９、１０１、１０２、１０４、１０５、１０７、１１１、

１１４、１１５、１１９、１２６、１２８、１２９、１３３、１３４、 

１３６が該当します。 

これについては、令和元年８月２６日に地元の推進組織設立準備会の〇 

〇〇〇〇会長に確認し、説明は行っているとのことです。 

２．未相続農地について、過半同意での利用権設定を行えますが、押印のな  

い方についても利用権を設定することに意義がないか確認手続きを行って

いることの確認です。 

         №９、３９、４１、５１、６６、７６、８３、１１８、１２６が該当し

ます。 

これについては、令和元年８月２６日に地元の推進組織設立準備会の〇 

〇〇〇〇会長に確認し、説明は行っているとのことです。 

３．各種補助事業等への該当の有無の確認です。 

これについては、農林水産課に令和元年９月１０日付阿南農林第３３９ 

号において関係課で情報連携により対応可能と確認し、該当するものはあ

りませんでした。 

４．耕作者の変更を伴う利用権の撤回について、配分計画の合意解約を行わ 

なくてもよいことの確認です。 

№９、３９、４１、５１、６６、７６、８３、１１８、１２６が該当し

ます。 

これについては、令和元年８月２９日に徳島県経営推進課に確認済です。 

５．井溝について、農業用施設の用に供される土地に該当しているため、利  

用権の設定を行っても差し支えないことの確認です。 

№２２、２３、２６、２７、３５、３７、３８、４２、４３、５６、 

５７、５８、６２、６４、６５、７２、７７、７９、８３、８５、８６、

８７、９１、９５、９６、１００、１０２、１０３、１０５、１０７、 

１０８、１１４、１１７、１１９、１３０、１３１、１３２、１３３、 

１３４、１３６、１３７、１３８、１４１が該当します。 

これについては、令和元年８月６日に徳島県南部総合県民局農村保全担 
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当に確認済です。 

６．議案書の１７ページ№１５のうち長生町平野１９番、議案書の６４ペー 

ジ№１３６のうち長生町宮内平野７６番については、登記の賃借権設定を

外さなければ、利用権設定をできないことの確認です。 

これについては、令和元年９月１０日に中国四国農政局担当者に確認済 

です。 

７．農地法１８条１項第２号に該当する１８条６項（通知）の合意解約につ  

いて、今までは、農業委員会の運用において、トラブルを防止する観点か

ら、所有者全員の同意で合意解約を行っていましたが、所有者全員の同意

なく過半同意で合意解約が可能であることの確認です。 

№３９が該当します。 

これについては、判例で確認済です。 

以上を事務局からの追加説明とさせていただきます。 

 

久積委員    事務局から追加説明もあったとおり、地区部会では、議案書の１７ページ

№１５のうち長生町平野１９、議案書の６４ページ№１３６のうち長生町宮

内平野７６については、登記の賃借権設定が外れていないため継続審議とし、

その他は法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会で

は許可相当としました。 

以上、長生地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いしま

す。 

 

竹内部長    次に、中野島地区お願いします。 

 

萩野委員    それでは中野島地区からご報告します。中野島地区は９月１８日に事務局

にて長生と合同で地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果

を報告させていただきます。 

議案書の４ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の６９ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説

明」法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許

可相当としました。 

以上、中野島地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

竹内部長    次に、加茂谷地区お願いします。 

佐竹委員    それでは加茂谷地区からご報告します。加茂谷地区は９月１９日に加茂谷

公民館にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告

させていただきます。 
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議案書の４ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の６９ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説

明」法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許

可相当としました。 

以上、加茂谷地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

竹内部長    次に、那賀川地区お願いします。 

 

井出委員    それでは那賀川地区からご報告します。那賀川地区は、９月２４日に那賀

川公民館にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報

告させていただきます。 

議案書の５ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の６ページをお開きください。第４号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では、許可相当としました。 

議案書の６９ページをお開きください。第５号議案「委員による朗読・説

明」法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地区部会では許

可相当としました。 

以上、那賀川地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

竹内部長    次に、羽ノ浦地区お願いします。 

 

植田委員    それでは羽ノ浦地区からご報告します。羽ノ浦地区は９月１７日に羽ノ浦

公民館にて地区部会を開き、議案の事前審査を行いました。その結果を報告

させていただきます。 

議案書の５ページをお開きください。第３号議案「法第３条第２項各号の 

判断については調査書に基づき説明」地区部会では許可相当としました。 

議案書の６ページをお開きください。第４号議案「委員による朗読・説明」

地区部会では許可相当としました。 

以上、羽ノ浦地区報告を終わります。本部会でのご審議よろしくお願いし

ます。 

 

竹内部長    それでは、それぞれの地区からご報告いただきましたが、別途審議を行い

ますので、ご意見、ご質問がありましたら発言願います。 
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竹内部長    それでは、意見もないようなので、この案件について採決したいと思いま

すが、農業委員会等に関する法律第３１条により○○○○○には、採決の間、

退室をお願いします。 

 

        （○○○○○ 退室） 

 

竹内部長    議事を再開します。 

        それでは、議案書の５ページ第３号議案№９、６ページ第４号議案№５・

６について承認してもよろしいか。 

 

一同      異議なし 

 

竹内部長    それでは、議案書の５ページ第３号議案№９、６ページ第４号議案№５・

６について承認といたします。 

        退室した○○○○○に入室してもらってください。 

 

        （○○○○○ 入室） 

 

竹内部長    議事を再開いたします。それぞれ各地区からご報告をいただきましたが、

ご意見、ご質問がありましたら発言願います。 

 

幸田委員    議案書の５８ページ第５号議案№１２３の貸付人ですが、先日亡くなった

と思います。 

 

事務局     死亡の事実と書類の有効性を確認します。 

 

竹内部長    それでは他に意見もありませんので、ただいまの審議の結果を事務局より

報告してもらいます。 

 

市瀬局長    報告します。１６回農地部定例会議案、第１号議案から第５号議案のうち

第５号議案№１５のうち長生町平野１９、第５号議案６４ページ№１３６の

うち長生町宮内平野７６については継続審議とし、その他の議案については、

全て承認です。 

        また、第５号議案№１２３については、死亡の事実と書類の有効性を確認

します。 

竹内部長    只今事務局から報告のとおり決定してよろしいか。 

 

一同      異議なし 
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竹内部長    それでは報告のとおり承認します。 

        以上で議案審議は終了します。次に、議案外その他に入りますが何かござ

いますか。 

 

竹内部長    ないようですので、事務局から事務連絡がありましたらお願いします。 

 

事務局     特にありません。 

 

竹内部長    ないようなので、以上をもちまして、第１６回農地部定例会を閉会いたし

ます。次回は、１０月２５日で予定いたしております。本日は大変ご苦労さ

までした。 

 

閉   会    


